
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

大村市男女共同参画推進センターだより 

わが国は、国会議員、経営管理職、教授や専門職など、社会の仕組みや制度に影響力を持ち、

リーダーシップを発揮できる分野に占める女性の割合が、他の先進国と比べるとかなり低い水準

です。その要因に性差別があり、女性自身もジェンダーによる固定観念にとらわれ、自分を過小

評価したり、周囲の理解や応援がないことでチャレンジする気持ちを抑え込んだりしています。

女性がイキイキと活躍できる社会は、女性の「やってみよう」「やってみたい」を応援する社会で

す。そこで、将来を担う若い女性たちが今の社会をどのように見ているのか、様々な民間の調査

から彼女たちの本音をのぞいてみましょう。（※ジェンダーとは、社会的・文化的な性差） 

 

女子高校生の本音 

“ジェンダー”に関してどのような経験をし、

どう感じているか。 
 

日常生活にある性差別や暴力 

 

 

 

 

 
 

《コメント》 

・テレビでは男性司会者が中心的役割で、女性は補佐的な 

役割である場合が多い。若さや容姿が重視される。 

  ・大学入試で差をつけられていたように、女性は男性より 

も何百倍も努力しないといけないのが日本社会の現状。 

  ・Twitter で性差別についてのツイートをよく見る。 

若い女性の本音 

将来、社会でリーダーになることに 

ついてどのように考えているのか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６２２％％  
日常生活で性的な嫌

がらせや性差別を経

験したり、見たりする 

49％…メディアで 

46％…インターネットで 

30％…公共の場で 

18％…学校で 

13％…交際相手から 

９％…家で 

 〈参考：公益社団法人ガールスカウト日本連盟発行「ジェンダーに関する女子高校生

調査報告書 2019」から〉 

 〈参考：プラン・インターナショナル「女の子と若い

女性が考えるリーダー像の意識調査」から〉 

女性がリーダーになることに躊躇なくトライできるための取組 

家事労働は女性の仕事という固定観念をなくし、

家事や育児の責任を、男女に関わらず共有する。 

意思決定の場に女性が増えれば社会が変わるこ

とを示す。女性リーダーから学ぶ機会を作る。 

女性であることを理由とした不当な扱いや暴力

を無くすため、男性とともに取り組む。 

性別による固定的な役割分担や無意識の思い込み

をなくし、女性が声をあげることを応援する。 

リーダーになることを
家族、友人、先生は励
ましてくれたか 

どの分野でリーダー
になりたいか リーダーになる自信 

※ 



  

 

・電話相談 ・面接相談 (できれば事前にお電話を) 

・月曜～金曜 ９時～１７時 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

☆当センターの講座・イベントに参加し右図の駐車場をご利用の場合 

は、無料駐車券を発行します。 

【問合せ先】 

大村市男女共同参画推進センター「ハートパル」 
〒856-0832 

大村市本町 458 番地 2 プラットおおむら 4 階（旧浜屋ビル） 

TEL：0957-54-8715  FAX：0957-54-8700 

E ﾒｰﾙ：danjyo-s＠city.omura.nagasaki.jp 

[問合せ時間] 月～金 ８時 30 分～17 時 30 分(祝・年末年始休) 

 

内閣府男女共同参画局では、男女共同参画社会の形成

促進のために、毎年 6/23 から 6/30 までを「男女共同

参画週間」とし、キャッチフレーズを募集しています。 

     ● 〇 ●      ● 〇 ●      ● 〇 ● 

●募集テーマ：自分を好きになって 自分を信じて 創

り上げた自由な発想が受け入れられる社会 みんなで

築いていく 男女共同参画社会とは！  

若いみなさんが進んでいく社会への願い・想いのこ

もったキャッチフレーズ。 

●応募資格 ユース世代（15～20 歳） 

(平成 13 年 4 月 2 日生～平成 19 年 4 月 1 日生) 

●応募期間：R3 年 1/12（火）から 2/26（金）まで 

●応募方法：内閣府 HP の応募フォームで 

http://www.gender.go.jp/public/week/week.html 

※内容についての詳細は、上記内閣府の HP をご覧 

ください。 
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書籍の紹介 

女の子にもわかりやすくイラスト

や事例を用いて丁寧に解説。すべて

の女性の味方になる法律集です。 

<内容> ①恋愛のトラブル、②SNS・

インターネットのトラブル、③学校

のトラブル、④仕事のトラブル、⑤

結婚のトラブル、ほか。 

 

おとめ六法 
〈上谷さくら・岸本学著〉 

第 5 次男女共同参画基本計画 
～すべての女性が輝く令和の社会へ～ 

 

 令和 2 年 12 月 25 日、第５次男女共同参

画基本計画が策定されました。 

第５次計画では、第２次計画からの課題で

ある、社会のあらゆる分野において女性の参

画を推進する取組が進まない現状を踏まえ、

さらなる女性活躍推進の取組が明記されまし

た。また、新型コロナウイルス感染症の拡大

によって顕在化した配偶者等からの暴力や性

暴力の増加・深刻化の懸念や女性の雇用、所

得への影響等は男女共同参画の重要性を改め

て認識させることになったことから、男女共

同参画社会の実現に向けた取組をより一層加

速させる必要があると明記しています。 

令和元年度の配偶者暴力相談支援センター 

（全国 287 か所）の相談件数が発表されました。 

 

内閣府が、配偶者暴力相談支援センターでの

相談に加え、メールやチャットでの相談を増設

したところ、昨年11月までの総数が132,355

件に上り、過去最多となりまし 

た。要因として、コロナ禍によ 

る外出自粛要請などの影響が背 

景にあるとみています。 

 

http://www.gender.go.jp/public/week/week.html

